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。
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す
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則
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和
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十
九
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則
第
七
十
六
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部
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。
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又
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収
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・
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金
決
定
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別
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人
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税
又
は
地
方
法
人
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税
更
正
・
決
定
・
加
算
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決
定
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書
兼
徴
収
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額
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書

�
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一
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る
。
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様
式
第
二
十
号
の
五
中

「

（農地利用集積円滑化団体等用及び土地改良区用）

」
を

「

（農地中間管理機構用及び土地改良区用）
」

に
改
め
る
。

　

�　

様
式
第
三
十
九
号
中
「第

２０条
の
９
の
３
第
３
項

」
を
「第

２０条
の
９
の
３
第
４
項

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式

第
三
十
九
号
（
そ
の
一
）
と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

、
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様式第39号（その２）
� 第　　　　　号　　
� 年　　月　　日　　
　　所在地
　　法人名
� 宮城県　　　　　　　　　　　　所長　　印　

　　　　　　　　　　　 法人県民税・法人事業税・特別法人事業税更正（決定）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　過少申告
　　　　　　　　　　　 法人事業税・特別法人事業税の　 不申告 　加算金決定　通知書兼徴収金納額告知書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　重

　地方税法第20条の 9の 3第 4項（第55条，第72条の39，第72条の41，第72条の41の 2 ）の規定によつて下記のとおり更正・決定し（同
法第72条の46（第72条の47）の規定によつて加算金を決定し）たので通知します。
　なお，不足税額及びその他の徴収金を指定納期限までに同封の納付書により，納付書記載の納付場所に納付してください。

この通知により納付すべき税額等 指定納期限 この通知により減少する税額等
法 人 県 民 税 法 人 県 民 税
法 人 事 業 税 法 人 事 業 税
特 別 法 人 事 業 税 特 別 法 人 事 業 税
過 少 申 告 加 算 金 法定納期限 過 少 申 告 加 算 金
不 申 告 加 算 金 不 申 告 加 算 金
重 加 算 金 重 加 算 金
合 計 合 計
課税番号 事業年度又は連結事業年度 申告区分 申　告　期　限 申 告 年 月 日 税務官署処理年月日

� 年　　月　　日から
� 年　　月　　日まで

事 業 税 県 民 税
課 税 標 準 税 率 税 額 使途秘匿金税額等

１
号
事
業
又
は
２
号
事
業

所得割

総 額 課税標準となる法人税額の総額
年　　　　万円以下の金額 本県分の課税標準となる法人税額
年　　　　万円以下の金額 法人税割額
年　　　　万円を超える金額 道府県民税の特定寄附金税額控除額

計 外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額又
は個別控除対象所得税額等相当額の控除額

軽減税率不適用の金額 外国の法人税等の額の控除額
付　加
価値割

総 額 仮装経理に基づく法人税額の控除額
付 加 価 値 額 利子割額の控除額

資本割 総 額 差引法人税割額
資 本 金 等 の 額 既に納付の確定した当期分の法人税割額

収入割 総 額 租税条約の実施に係る法人税割額の控除額
収 入 金 額 既還付請求利子額が過大である場合の納付額

３
号
事
業

所得割 総 額 過不足法人税割額
所 得 割 額 算定期間中において事務所等を有していた月数

付　加
価値割

総 額 均等割額
付 加 価 値 額 既に納付の確定した当期分の均等割額

資本割 総 額 過不足均等割額
資 本 金 等 の 額 利子割還付額

収入割 総 額 減少する法人税割額のうち仮装経理に基づく過大申
告の更正に伴う繰越控除税額

収 入 金 額 各
種
加
算
金

過少申告加算金
合計事業税額 不申告加算金
事業税の特定寄附金税額控除額 仮装経理に基づく事業税額の控除額 重加算金既に納付の確定した事業税額 租税条約の実施に係る事業税額の控除額
差引過不足事業税額

分
割
基
準

県民税 総数

内
訳

１号事業又
は２号事業

所得割 付加価値割
資本割 収入割 本県

３号事業 所得割 付加価値割

事業税

従業者，固定資産価格，軌道延長資本割 収入割
減少する事業税額のうち仮装経理に基づく過大申告の更正に伴う繰越控除税額 総数

特別法人事業税 本県
課 税 標 準 税 率 税 額 事務所等，発電用固定資産，電力容量１号事業の所得割に係る特別法人事業税額

２号事業の収入割に係る特別法人事業税額 総数
３号事業の収入割に係る特別法人事業税額 本県
合計特別法人事業税

売上高 総数仮装経理に基づく特別法人事業税額の控除額 既に納付の確定した特別法人事業税額
租税条約の実施に係る特別法人事業税の控除額 差引過不足特別法人事業税額 軌道等
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事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

指
定
障
害
児
通
所

支
援
の
種
類　
　

設
置
者
名

指
定
年
月
日

〇
四
五
二
四
〇
五
一
〇
三

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ

ス　

ピ
ー
ス

亘
理
町
吉
田
宮
前
九
十

四
番
地
五
十
九

放
課
後
等
デ
イ
サ

ー
ビ
ス

合
同
会
社
Ｐ
Ｏ

Ｍ

平
成
二
十
八
年

九
月
一
日

１�　１号事業とは地方税法第72条の２第１項第１号に掲げる事業を，２号事業とは同項第２号に掲げる事業を，３号事業とは同項第
３号に掲げる事業をいいます。

２�　不足税額に対しては，不足税額（1,000円未満の端数があるとき，又はその全額が2,000円未満であるときは，その端数金額又は
全額を切り捨てます。）に納期限（申告納期限）の翌日から納付の日までの日数に応じ，年14 .6％（この通知書による納期限まで
の期間又はその納期限の翌日から１月を経過するまでの期間については年7.3％）の割合（平成26年１月１日から令和２年12月31
日までの期間については，当該期間の属する各年の前年に所得税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第８号）第15条の規定
による改正前の租税特別措置法第93条第２項の規定により告示された割合に年１％の割合を加算した割合（以下「特例基準割合」
という。）が年7.3％の割合に満たない場合には，その年（以下「特例基準割合適用年」という。）中においては，年14.6％の割合に
あつては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3％の割合を加算した割合とし，年7.3％の割合にあつては当該特例
基準割合に年１％の割合を加算した割合（当該加算した割合が年7.3％の割合を超える場合には，年7.3％の割合）とします。）を乗
じて計算した金額（100円未満の端数があるとき，又はその全額が1,000円未満であるときは，その端数金額又は全額を切り捨てま
す。）の延滞金を加算して納めてください（地方税法第56条第３項及び第72条の44第３項の規定による控除期間がある場合は，延
滞金の計算期間から除きます。）。なお，法人事業税及び特別法人事業税の延滞金の計算は，法人事業税及び特別法人事業税の合算
額によつて行うこととなります。

３�　この処分について不服があるときは，この処分があつたことを知つた日の翌日から起算して３か月以内に知事に対して審査請求
をすることができます。

４�　この処分について不服があるときは，この処分についての審査請求の裁決を経た後に，審査請求の裁決があつたことを知つた日
の翌日から起算して６か月以内に宮城県を被告として仙台地方裁判所にこの処分についての取消しの訴えを提起することができま
す。

　　ただし，次に掲げる場合には，審査請求の裁決を経ることなく，この処分についての取消しの訴えを提起することができます。
　⑴　審査請求をした日から３か月を経過しても裁決がないとき。
　⑵　処分，処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
　⑶　その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
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様
式
第
六
十
七
号
（
そ
の
三
）
中

「

（農地利用集積円滑化団体等及び土地改良区用）
」

を
「

（農地中間管理機構及び土地改良区用）

」
に
改
め
る
。

　

�　

様
式
第
百
二
十
一
号
の
二
中
「車

検
有
効
満
了
日
の
３
か
月
前
か
ら

」
を
「継

続
検
査
又
は
構
造
等
変
更
検
査
を

受
け
る
場
合
に
限
り

」
に
改
め
、「健

康
保
険
証

」
の
下
に
「等
」
を
加
え
、「400円

（１
年
・
１
台
あ
た
り

）」
を

削
る
。

第
二
条　

宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

�　

様
式
第
五
号
（
そ
の
一
）
裏
、
様
式
第
五
号
（
そ
の
三
）
裏
、
様
式
第
五
号
（
そ
の
四
）
裏
、
様
式
第
五
号
（
そ

の
五
）
裏
、
様
式
第
五
号
（
そ
の
六
）
裏
及
び
様
式
第
五
号
（
そ
の
七
）
裏
中
「前

年
に

」
を
削
り
、「の

規
定
に

よ
り
告
示
さ
れ
た
割
合

」
を
「に

規
定
す
る
平
均
貸
付
割
合

」
に
、「「特

例
基
準
割
合

」」
を
「「延

滞
金
特
例
基
準

割
合

」」
に
改
め
、「（以

下

「特
例
基
準
割
合
適
用
年

」と
い
う

。）」
を
削
り
、「当

該
特
例
基
準
割
合
適
用
年

」
を

「そ
の
年

」
に
、「特

例
基
準
割
合
に

」
を
「延
滞
金
特
例
基
準
割
合
に

」
に
改
め
る
。

　

�　

様
式
第
五
号
の
二
（
そ
の
四
）
裏
中
「以
後

」
を
「か

ら
令
和
２
年
１２月
３１日
ま
で

」
に
、「租

税
特
別
措
置
法

」

を
「所

得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（令
和
２
年
法
律
第
８
号

）第
１５条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
租
税
特

別
措
置
法

」
に
、「割

合
と
し
ま
す

」
を
「割

合
と
し
，
令
和
３
年
１
月
１
日
以
後
の
期
間
に
つ
い
て
は
，
当
該
期

間
の
属
す
る
各
年
の
租
税
特
別
措
置
法
第
９３条
第
２
項
に
規
定
す
る
平
均
貸
付
割
合
に
年
１
％
の
割
合
を
加
算
し
た

割
合

（以
下

「延
滞
金
特
例
基
準
割
合

」と
い
う
｡

）が
年
7.3％

の
割
合
に
満
た
な
い
場
合
に
は
，
そ
の
年
中
に
お

い
て
は
，
そ
の
年
に
お
け
る
延
滞
金
特
例
基
準
割
合
に
年
7.3％

の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
と
し
ま
す

」に
改
め
、「平

成
１２年
１
月
１
日
か
ら
平
成
２５年
１２月
３１日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
は
，
当
該
期
間
の
属
す
る
各
年
の
前
年
の
１１月

３０日
を
経
過
す
る
時
に
お
け
る
日
本
銀
行
法
第
１５条
第
１
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
商
業
手
形
の
基
準

割
引
率
に
年
４
％
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
が
年
7.3％

の
割
合
に
満
た
な
い
場
合
に
は
，
そ
の
年
中
に
お
い
て
は
，

当
該
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
に
年
４
％
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
と
し
，

」
を
削
り
、「割

合

）」
を
「割

合

）と

し
，
令
和
３
年
１
月
１
日
以
後
の
期
間
に
つ
い
て
は
，
延
滞
金
特
例
基
準
割
合
が
年
7.3％

の
割
合
に
満
た
な
い
場

合
に
は
，
そ
の
年
中
に
お
い
て
は
，
当
該
延
滞
金
特
例
基
準
割
合
に
年
１
％
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合

（当
該
加
算

し
た
割
合
が
年
7.3％

の
割
合
を
超
え
る
場
合
に
は
，
年
7.3％

の
割
合

）」
に
改
め
る
。

　

�

　

様
式
第
八
号
（
そ
の
一
）
か
ら
様
式
第
九
号
の
二
ま
で
の
規
定
、
様
式
第
十
三
号
及
び
様
式
第
三
十
四
号
の
二
中

「前
年
に

」
を
削
り
、「の

規
定
に
よ
り
告
示
さ
れ
た
割
合

」
を
「に

規
定
す
る
平
均
貸
付
割
合

」
に
、「「特

例
基

準
割
合

」」
を
「「延

滞
金
特
例
基
準
割
合

」」
に
改
め
、「（以

下

「特
例
基
準
割
合
適
用
年

」と
い
う

。）」
を
削
り
、

「当
該
特
例
基
準
割
合
適
用
年

」
を
「そ

の
年

」
に
、「特

例
基
準
割
合
に

」
を
「延

滞
金
特
例
基
準
割
合
に

」
に

改
め
る
。

　

�　

様
式
第
三
十
九
号
（
そ
の
一
）
中
「平

成
１２年
１
月
１
日
か
ら
平
成
２５年
１２月
３１日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
は
，

当
該
期
間
の
属
す
る
各
年
の
前
年
の
１１月
３０日
を
経
過
す
る
時
に
お
け
る
日
本
銀
行
法
第
１５条
第
１
項
第
１
号
の
規

定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
に
年
４
％
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
が
年
7.3％

の
割
合
に
満
た

な
い
場
合
に
は
，
そ
の
年
中
に
お
い
て
は
，
年
7.3％

の
割
合
に
あ
つ
て
は
，
当
該
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
に
年

４
％
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
と
し
ま
す

。」
を
削
り
、「以

後

」
を
「か

ら
令
和
２
年
１２月
３１日

ま
で

」
に
、「租

税
特
別
措
置
法

」
を
「所

得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（令
和
２
年
法
律
第
８
号

）第
１５条
の
規
定
に
よ
る

改
正
前
の
租
税
特
別
措
置
法

」
に
、「割

合

）」
を
「割

合

）と
し
ま
す

。令
和
３
年
１
月
１
日
以
後
の
期
間
に
つ
い

て
は
，
当
該
期
間
の
属
す
る
各
年
の
租
税
特
別
措
置
法
第
９３条
第
２
項
に
規
定
す
る
平
均
貸
付
割
合
に
年
１
％
の
割

合
を
加
算
し
た
割
合

（以
下

「延
滞
金
特
例
基
準
割
合

」と
い
う

。）が
年
7.3％

の
割
合
に
満
た
な
い
場
合
に
は
，

�

そ
の
年
中
に
お
い
て
は
，
年
14.6％

の
割
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
年
に
お
け
る
延
滞
金
特
例
基
準
割
合
に
年
7.3％

の
割

合
を
加
算
し
た
割
合
と
し
，
年
7.3％

の
割
合
に
あ
つ
て
は
当
該
延
滞
金
特
例
基
準
割
合
に
年
１
％
の
割
合
を
加
算

し
た
割
合

（当
該
加
算
し
た
割
合
が
年
7.3％

の
割
合
を
超
え
る
場
合
に
は
，
年
7.3％

の
割
合

）」
に
改
め
る
。

　

�　

様
式
第
三
十
九
号
（
そ
の
二
）
中
「割

合

）」
を
「割

合

）と
し
ま
す

。令
和
３
年
１
月
１
日
以
後
の
期
間
に
つ

い
て
は
，
当
該
期
間
の
属
す
る
各
年
の
租
税
特
別
措
置
法
第
９３条
第
２
項
に
規
定
す
る
平
均
貸
付
割
合
に
年
１
％
の

割
合
を
加
算
し
た
割
合

（以
下

「延
滞
金
特
例
基
準
割
合

」と
い
う

。）が
年
7.3％

の
割
合
に
満
た
な
い
場
合
に
は
，
�

そ
の
年
中
に
お
い
て
は
，
年
14.6％

の
割
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
年
に
お
け
る
延
滞
金
特
例
基
準
割
合
に
年
7.3％

の
割

合
を
加
算
し
た
割
合
と
し
，
年
7.3％

の
割
合
に
あ
つ
て
は
当
該
延
滞
金
特
例
基
準
割
合
に
年
１
％
の
割
合
を
加
算

し
た
割
合

（当
該
加
算
し
た
割
合
が
年
7.3％

の
割
合
を
超
え
る
場
合
に
は
,�年
7.3％

の
割
合

）」
に
改
め
る
。

　

�　

様
式
第
三
十
九
号
の
二
、
様
式
第
三
十
九
号
の
四
及
び
様
式
第
三
十
九
号
の
五
中
「平

成
１２年
１
月
１
日
か
ら
平

成
２５年
１２月
３１日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
は
，
当
該
期
間
の
属
す
る
各
年
の
前
年
の
１１月
３０日
を
経
過
す
る
時
に
お

け
る
日
本
銀
行
法
第
１５条
第
１
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
に
年
４
％
の
割
合

を
加
算
し
た
割
合
が
年
7.3％

の
割
合
に
満
た
な
い
場
合
に
は
，
そ
の
年
中
に
お
い
て
は
，
年
7.3％

の
割
合
に
あ
つ

て
は
，
当
該
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
に
年
４
％
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
と
し
ま
す

。」
を
削
り
、「以

後

」
を
「か
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ら
令
和
２
年
１２月
３１日

ま
で

」
に
、「租

税
特
別
措
置
法

」
を
「所

得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（令
和
２

年
法
律
第
８
号

）第
１５条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
租
税
特
別
措
置
法

」
に
、「割

合

）」
を
「割

合

）と
し
ま
す

。

令
和
３
年
１
月
１
日
以
後
の
期
間
に
つ
い
て
は
，
当
該
期
間
の
属
す
る
各
年
の
租
税
特
別
措
置
法
第
９３条
第
２
項
に

規
定
す
る
平
均
貸
付
割
合
に
年
１
％
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合

（以
下

「延
滞
金
特
例
基
準
割
合

」と
い
う
｡

）が

年
7.3％

の
割
合
に
満
た
な
い
場
合
に
は
，
そ
の
年
中
に
お
い
て
は
，
年
14.6％

の
割
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
年
に
お
け

る
延
滞
金
特
例
基
準
割
合
に
年
7.3％

の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
と
し
，
年
7.3％

の
割
合
に
あ
つ
て
は
当
該
延
滞
金

特
例
基
準
割
合
に
年
１
％
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合

（当
該
加
算
し
た
割
合
が
年
7.3％

の
割
合
を
超
え
る
場
合
に

は
，
年
7.3％

の
割
合

）」
に
改
め
る
。

　

�　

様
式
第
八
十
七
号
中
「平

成
１２年
１
月
１
日
か
ら
平
成
２５年
１２月
３１日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
は
，
当
該
期
間
の

属
す
る
各
年
の
前
年
の
１１月
３０日
を
経
過
す
る
時
に
お
け
る
日
本
銀
行
法
第
１５条
第
１
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
り
定

め
ら
れ
る
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
に
年
４
％
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
が
年
7.3％

の
割
合
に
満
た
な
い
場
合
に

は
，
そ
の
年
中
に
お
い
て
は
，
年
7.3％

の
割
合
に
あ
つ
て
は
，
当
該
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
に
年
４
％
の
割
合

を
加
算
し
た
割
合
と
し
ま
す

。」
を
削
り
、「以

後

」
を
「か

ら
令
和
２
年
１２月
３１日
ま
で

」
に
、「租

税
特
別
措
置
法

」

を
「所

得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（令
和
２
年
法
律
第
８
号

）第
１５条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
租
税
特

別
措
置
法

」
に
、「割

合

）」
を
「割

合

）と
し
ま
す

。令
和
３
年
１
月
１
日
以
後
の
期
間
に
つ
い
て
は
，
当
該
期
間

の
属
す
る
各
年
の
租
税
特
別
措
置
法
第
９３条
第
２
項
に
規
定
す
る
平
均
貸
付
割
合
に
年
１
％
の
割
合
を
加
算
し
た
割

合

（以
下

「延
滞
金
特
例
基
準
割
合

」と
い
う

。）が
年
7.3％

の
割
合
に
満
た
な
い
場
合
に
は
，
そ
の
年
中
に
お
い

て
は
，
年
14.6％

の
割
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
年
に
お
け
る
延
滞
金
特
例
基
準
割
合
に
年
7.3％

の
割
合
を
加
算
し
た
割

合
と
し
，
年
7.3％

の
割
合
に
あ
つ
て
は
当
該
延
滞
金
特
例
基
準
割
合
に
年
１
％
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合

（当
該

加
算
し
た
割
合
が
年
7.3％

の
割
合
を
超
え
る
場
合
に
は
，
年
7.3％

の
割
合

）」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
中
第
一
条
の
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
第
二
条
の
規
定
は
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
諸
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２�　

改
正
前
の
宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
る
諸
様
式
で
取
扱
い
上
著
し
く
支
障
の
な
い
も
の
に
つ
い
て

は
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の
宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

�

　

産
業
廃
棄
物
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
百
十
三
号

　
　
　
産
業
廃
棄
物
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

産
業
廃
棄
物
税
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
六
年
宮
城
県
規
則
第
百
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

様
式
第
十
六
号
中
「平

成
１２年
１
月
１
日
か
ら
平
成
２５年
１２月
３１日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
は
，
当
該
期
間
の
属
す

る
各
年
の
前
年
の
１１月
３０日
を
経
過
す
る
時
に
お
け
る
日
本
銀
行
法
第
１５条
第
１
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ

る
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
に
年
４
％
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
が
年
7.3％

の
割
合
に
満
た
な
い
場
合
に
は
，
そ
の

年
中
に
お
い
て
は
，
年
7.3％

の
割
合
に
あ
っ
て
は
，
当
該
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
に
年
４
％
の
割
合
を
加
算
し
た

割
合
と
し
ま
す

。」
を
削
り
、「以

後

」
を
「か

ら
令
和
２
年
１２月
３１日

ま
で

」
に
、「租

税
特
別
措
置
法

」
を
「所

得

税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（令
和
２
年
法
律
第
８
号

）第
１５条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
租
税
特
別
措
置
法

」

に
、「割

合

）」
を
「割

合

）と
し
ま
す

。令
和
３
年
１
月
１
日
以
後
の
期
間
に
つ
い
て
は
，
当
該
期
間
の
属
す
る
各
年

の
租
税
特
別
措
置
法
第
９３条
第
２
項
に
規
定
す
る
平
均
貸
付
割
合
に
年
１
％
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合

（以
下

「延
滞

金
特
例
基
準
割
合

」と
い
う

。）が
年
7.3％

の
割
合
に
満
た
な
い
場
合
に
は
，
そ
の
年
中
に
お
い
て
は
，
年
14.6％

の

割
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
年
に
お
け
る
延
滞
金
特
例
基
準
割
合
に
年
7.3％

の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
と
し
，
年
7.3％

の

割
合
に
あ
っ
て
は
当
該
延
滞
金
特
例
基
準
割
合
に
年
１
％
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合

（当
該
加
算
し
た
割
合
が
年
7.3％

の
割
合
を
超
え
る
場
合
に
は
，
年
7.3％

の
割
合

）」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

改
正
前
の
産
業
廃
棄
物
税
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
る
様
式
第
十
六
号
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の

産
業
廃
棄
物
税
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
る
様
式
第
十
六
号
と
み
な
す
。

訓

令

甲

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
二
十
七
号

　

宮
城
県
県
税
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

宮
城
県
県
税
事
務
取
扱
規
程
（
昭
和
二
十
九
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
様
式
第
五
十
四
号
の
項
中
「
法

人

県

民

税

更

正

・

決

定

法
人
事
業
税
更
正
・
決
定
・
加
算
金
決
定

特
別
法
人
事
業
税
又
は
地
方
法
人
特
別
税
更
正
・
決
定
・
加
算
金
決
定
決
議
書
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」
を

「
法

人

県

民

税

更

正

・

決

定

法
人
事
業
税
更
正
・
決
定
・
加
算
金
決
定

特
別
法
人
事
業
税
又
は
地
方
法
人
特
別
税
更
正
・
決
定
・
加
算
金
決
定
決
議
書
（
そ
の
一
）

　
　
　

（
そ
の
二
）
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
五
十
四
号
を
様
式
第
五
十
四
号
（
そ
の
一
）
と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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様式第５４号（その２）

所　　　長 副　所　長
次　　　長 班　　　長 班　　　員 担　当　者 起

案 年　　月　　日
決
裁

法人県民税・法人事業税・特別法人事業税更正（決定）
　決議書法人事業税・特別法人事業税の

過少申告
不申告
重

加算金決定

　次のとおり，更正決定し，通知してよろしいか伺います。
　　　所在地
　　　法人名

調 定 予 定 年 月 日
通 知 予 定 年 月 日
文 書 番 号 （通 知 番 号）
更 正 請 求 年 月 日
資 本 金 の 額 又 は 出 資 金 の 額
資本金の額及び資本準備金の額の合算額
資 本 金 等 の 額

この通知により納付すべき税額等 指定納期限 この通知により減少する税額等
法 人 県 民 税 法 人 県 民 税
法 人 事 業 税 法 人 事 業 税
特別法人事業税 特別法人事業税
過少申告加算金 法定納期限 過少申告加算金
不 申 告 加 算 金 不 申 告 加 算 金
重 加 算 金 重 加 算 金
合 計 合 計
課税番号 事業年度 申告区分 申 告 期 限 申 告 年 月 日 税務官署処理年月日

　　年　　月　　日から
　　年　　月　　日まで

事　　業　　税 県　　民　　税
課　　税　　標　　準 税 率 税 額 使途秘匿金税額等

１
号
事
業
又
は
２
号
事
業

所得割

総 額 課税標準となる法人税額の総額
年　　万円以下の金額 本県分の課税標準となる法人税額
年　　万円以下の金額 法人税割額
年　　万円を超える金額 道府県民税の特定寄附金税額控除額

計 外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額又は
個別控除対象所得税額等相当額の控除額

軽減税率不適用の金額 外国の法人税等の額の控除額
付　加
価値割

総 額 仮装経理に基づく法人税額の控除額
付 加 価 値 額 利子割額の控除額

資本割 総 額 差引法人税割額
資 本 金 等 の 額 既に納付の確定した当期分の法人税割額

収入割 総 額 租税条約の実施に係る法人税割額の控除額
収 入 金 額 既還付請求利子額が過大である場合の納付額

３
号
事
業

所得割 総 額 過不足法人税割額
所 得 割 額 均

等
割
額

算定期間中において事務所等を有していた月数
付　加
価値割

総 額 　　　　円×月数
付 加 価 値 額 既に納付の確定した当期分の均等割額

資本割 総 額 過不足均等割額
資 本 金 等 の 額 利子割還付額

収入割 総 額 減少する法人税割額のうち仮装経理に基づく過大申告
の更正に伴う繰越控除税額

収 入 金 額 この処分により納めるべき県民税額
合計事業税額 重加対象所得金額
事業税の特定寄附金税額控
除額

仮装経理に基づく事業
税額の控除額

関
す
る
計
算

利
子
割
額
に

利子割額
控除した金額

既に納付の確定した事業税
額

租税条約の実施に係る
事業税額の控除額

控除しきれなかつた金額
既に還付請求した利子割額

差引過不足事業税額 既還付請求利子割額が過大である場合の納付額

内
訳

１号事業又
は２号事業

所得割 付 加 価 値 割
各
種
加
算
金

過少申告加算金
通常分

資本割 収 入 割 加重分
３号事業 所得割 付 加 価 値 割 計

資本割 収 入 割 不申告加算金
減少する事業税額のうち仮装経理に基づく過大申告の更正に伴う
繰越控除税額 重加算金

特別法人事業税

分　

割　

基　

準

県民税 総数
課 税 標 準 税 率 税 額 本県

１号事業の所得割に係る特別法人事業
税額

事業税

従業者，固定資産価格，軌道延長
２号事業の収入割に係る特別法人事業
税額 総数
３号事業の収入割に係る特別法人事業
税額 本県

合計特別法人事業税 事務所等，発電用固定資産，電力容量
仮装経理に基づく特別法人事業税額の控除額 総数
既に納付の確定した特別法人事業税額 本県
租税条約の実施に係る特別法人事業税の控除額 売上高 総数
差引過不足特別法人事業税額 軌道等
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附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
十
二
月
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

改
正
前
の
宮
城
県
県
税
事
務
取
扱
規
程
の
規
定
に
よ
る
様
式
第
五
十
四
号
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の

宮
城
県
県
税
事
務
取
扱
規
程
の
規
定
に
よ
る
様
式
第
五
十
四
号
（
そ
の
一
）
と
み
な
す
。

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
三
十
五
号

　

青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
条
例
第
十
三
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
も
の

を
青
少
年
に
有
害
な
図
書
類
と
し
て
指
定
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
図
書
類

番
号

種　
　

類

図　
　

書　
　

類　
　

の　
　

名　
　

称

発　
　

行　
　

所

一二三四五六七

書　
　

籍

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

今
日
か
ら
ア
ラ
ブ
の
お
姫
様
！
？

　

Ｉ
Ｓ
Ｂ
Ｎ
９
７
８－

４－

８
２
９
６－

５
０
３
４－

９実
話
Ｂ
Ｕ
Ｎ
Ｋ
Ａ
タ
ブ
ー　

１
月
号　

２
０
２
１

　

０
５
３
７
５－

０
１

封
印
お
宝
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル　

２
０
２
０
年
１
２
月
号　

Ｖ
Ｏ
Ｌ
．
１
８

　

１
７
８
４
３－

１
２

Ｅ
Ｘ
Ｍ
Ａ
Ｘ
！　

２
０
２
０　

１
２
月
号

　

０
２
２
９
９－

１
２

超
激
カ
ワ
！
Ｓ
級
Ｍ
Ａ
Ｘ
！　

Ｖ
Ｏ
Ｌ
．
８

２
０
２
１
年
１
月
号

��

０
６
１
８
７－

１

別
冊
ラ
ヴ
ァ
ー
ズ　

Ｖ
Ｏ
Ｌ
．
５

��

６
８
５
４
３－

７
８

Ｂ
Ｅ
・
Ｂ
Ｏ
Ｙ　

Ｇ
Ｏ
Ｌ
Ｄ
２
０
２
０　

１
２
月
号

　

１
７
７
７
９－

１
２

プ
ラ
ン
タ
ン
出
版

株
式
会
社
コ
ア
マ
ガ
ジ
ン

マ
イ
ウ
ェ
イ
出
版
株
式
会

社株
式
会
社
楽
楽
出
版

マ
イ
ウ
ェ
イ
出
版
株
式
会

社株
式
会
社
大
洋
図
書

株
式
会
社
リ
ブ
レ

八九十十
一

十
二

書

籍

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

ブ
ラ
ッ
ク
人
生
Ｓ
Ｐ

　

Ｉ
Ｓ
Ｂ
Ｎ
９
７
８－

４－

８
０
１
９－

２
４
２
２－

２裏
モ
ノ
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ　

２
０
２
１　

１

　

０
１
８
０
５－

０
１

実
話
ナ
ッ
ク
ル
ズ
２
０
２
１
年
１
月
号

　

０
４
８
７
７－

１

臨
増
ナ
ッ
ク
ル
ズ
Ｄ
Ｘ　
ｖ
ｏ
ｌ
．
２
３

　

６
８
５
４
３－

７
７

ほ
ん
と
う
に
怖
い
童
話　

２
０
２
１
年
１
月
号

　

０
８
１
０
３－

１

株
式
会
社
竹
書
房

株
式
会
社
鉄
人
社

株
式
会
社
大
洋
図
書

株
式
会
社
大
洋
図
書

ぶ
ん
か
社

二　

指
定
理
由

　

�　

図
書
類
の
内
容
が
、
一
か
ら
七
の
図
書
類
に
あ
っ
て
は
、
著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
、
八
か
ら
十
一
の
図
書
類

に
あ
っ
て
は
、
著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
、
か
つ
著
し
く
犯
罪
を
誘
発
し
、
十
二
の
図
書
類
に
あ
っ
て
は
、
著
し

く
性
的
感
情
を
刺
激
し
、
か
つ
甚
だ
し
く
残
忍
性
を
有
し
、
か
つ
著
し
く
犯
罪
を
誘
発
す
る
た
め
、
青
少
年
の
健
全

な
育
成
を
阻
害
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
三
十
六
号

　

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
児
通

所
支
援
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
五
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

指
定
障
害
児
通
所

支
援
の
種
類　
　

設
置
者
名

指
定
年
月
日

〇
四
五
一
五
〇
〇
七
九
七

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ

ス　

あ
お
い
そ
ら
一
歩

大
崎
市
岩
出
山
字
浦
小

路
百
四
番
地
三

放
課
後
等
デ
イ
サ

ー
ビ
ス

一
般
社
団
法
人

く
る
る

令
和
二
年
十
二

月
一
日

〇
四
五
二
一
〇
〇
〇
一
九

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ

ス　

コ
コ
シ
フ
レ
蔵
王

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
塩

沢
字
上
野
二
十
九
番
地

二
十
一

放
課
後
等
デ
イ
サ

ー
ビ
ス

株
式
会
社
コ
コ

シ
フ
レ

令
和
二
年
十
二

月
一
日

〇
四
五
二
二
二
〇
一
〇
六

ほ
っ
と
ル
ー
ム
船
岡

柴
田
郡
柴
田
町
船
岡
中

央
二
丁
目
四
番
二
号

放
課
後
等
デ
イ
サ

ー
ビ
ス

ほ
っ
と
フ
ァ
ー

ム
株
式
会
社

令
和
二
年
十
二

月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
三
十
七
号
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障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

指
定
障
害
福
祉
サ�

ー
ビ
ス
の
種
類　

設
置
者
名

指
定
年
月
日

〇
四
一
一
四
〇
〇
二
七
八

ぱ
ん
ぷ
き
ん
介
護
セ
ン

タ
ー
東
松
島
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

東
松
島
市
矢
本
字
上
河

戸
六
十
六
番
二
号

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

ぱ
ん
ぷ
き
ん
株

式
会
社

令
和
二
年
十
二

月
一
日

〇
四
一
二
二
一
〇
三
〇
四

ア
イ
ビ
ス
カ
フ
ェ
船
岡

柴
田
郡
柴
田
町
船
岡
中

央
二
丁
目
四
番
二
号

就
労
継
続
支
援
Ａ

型

ほ
っ
と
フ
ァ
ー

ム
株
式
会
社

令
和
二
年
十
二

月
一
日

〇
四
一
二
六
三
〇
一
九
六

ス
テ
ー
ジ
パ
ス

宮
城
郡
七
ヶ
浜
町
境
山

二
丁
目
十
一
番
二
十
号

就
労
継
続
支
援
Ａ

型

一
般
社
団
法
人

ス
テ
ー
ジ
パ
ス

令
和
二
年
十
二

月
一
日

〇
四
一
三
一
〇
〇
二
九
八

わ
・
は
・
わ
南
郷

遠
田
郡
美
里
町
二
郷
字

高
玉
三
号
九
番
地

就
労
継
続
支
援
Ｂ

型

社
会
福
祉
法
人

み
ん
な
の
輪

令
和
二
年
十
二

月
一
日

〇
四
一
三
一
〇
〇
三
〇
六

生
活
介
護
事
業
所
そ
よ

風遠
田
郡
美
里
町
北
浦
字

姥
が
沢
七
十
四
番
地
一

生
活
介
護

有
限
会
社
タ
ッ

ク
ス

令
和
二
年
十
二

月
一
日

〇
四
二
〇
七
〇
〇
五
五
一

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
ひ
よ

こ
の
家

名
取
市
植
松
四
丁
目
七

番
十
一
号

共
同
生
活
援
助

株
式
会
社
Ａ
Ｓ

Ｎ
Ｏ
Ｗ
Ａ

令
和
二
年
十
二

月
一
日

〇
四
二
〇
七
〇
〇
五
六
九

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
生
薬

の
郷

名
取
市
植
松
三
丁
目
五

番
二
十
四
号

共
同
生
活
援
助

合
同
会
社
も
も

佳

令
和
二
年
十
二

月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
三
十
八
号

　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
を
廃
止
す
る
旨
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

廃
止
す
る
指
定
障
害�

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

設
置
者
名

廃
止
年
月
日

〇
四
一
〇
九
一
三
〇
二
四

ス
テ
ー
ジ
パ
ス

多
賀
城
市
桜
木
三
丁
目

四
番
一
号　

み
や
ぎ
復

興
パ
ー
ク
Ｈ
２
４－

２

Ｆ

就
労
継
続
支
援
Ａ

型

一
般
社
団
法
人

ス
テ
ー
ジ
パ
ス

令
和
二
年
十
一

月
三
十
日

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
三
十
九
号

　

昭
和
四
十
二
年
宮
城
県
告
示
第
五
百
三
十
七
号
（
奨
励
品
種
の
指
定
）
の
全
部
を
改
正
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

優
良
品
種
の
指
定

　

主
要
農
作
物
種
子
条
例
（
令
和
元
年
宮
城
県
条
例
第
五
十
九
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
第
十
条
の
規
定
に
よ

り
決
定
さ
れ
た
主
要
農
作
物
の
優
良
な
品
種
（
以
下
「
優
良
品
種
」
と
い
う
。）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
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一　

稲区　

分

品　

種　

名

　
　
　
　

母　

両
親　
　

父　

　
　

�����

�����

優
良
品
種

採
用
年
次

（
※
）

出
穂
期

（
月
日
）

成
熟
期

（
月
日
）

草　

型

稈　

の

芒
の
有
無
・

芒
の
長
短
・

稃
先
色　
　

品　

質

適　

地

概　
　
　
　
　
　
　

評

強
弱

細
太

長　
　

所

短　
　

所

水　

稲

う
る
ち

や
ま
の
し
ず
く

中
部
九
四
号

こ
こ
ろ
ま
ち

平
一
九

七
・
二
七

九
・
九

中
稈
偏
穂
数
型

や
や
強

や
や
太

少
・
短
・
白

上
ノ
中

山
間
高
冷
地

帯
、
西
部
丘
陵

地
帯
、
三
陸
沿

岸
地
帯

耐
冷
性
強
、
良
食
味
、

い
も
ち
病
抵
抗
性
強

同

ト
ヨ
ニ
シ
キ

東
北
七
八
号

奥
羽
二
三
九
号

昭
四
九

八
・
二

九
・
一
六

中
稈
中
間
型

や
や
強

太

少
・
短
・
白

上
ノ
中

平
坦
地
帯

強
稈
、
良
質
、
い
も
ち

病
抵
抗
性
や
や
強
（
葉
・

穂
）

穂
揃
い
不
良
、
耐
冷
性

弱

同

サ
サ
ニ
シ
キ

奥
羽
二
二
四
号

サ
サ
シ
グ
レ

昭
三
八

八
・
一

九
・
一
五

中
稈
穂
数
型

弱

中

少
・
短
・
白

上
ノ
下

平
坦
地
帯

良
質
、
良
食
味

耐
倒
伏
性
弱
・
い
も
ち

病
抵
抗
性
や
や
弱

（
葉
）・
弱
（
穂
）

同

ひ
と
め
ぼ
れ

コ
シ
ヒ
カ
リ

初
星

平
三

八
・
一

九
・
一
四

中
稈
偏
穂
数
型

や
や
弱

中

や
や
少
・

短
・
白

上
ノ
中

平
坦
地
帯

極
良
食
味
、
耐
冷
性
強

籾
数
や
や
少

同

ま
な
む
す
め

チ
ヨ
ニ
シ
キ

東
北
一
四
三
号

平
九

八
・
一

九
・
一
四

中
稈
中
間
型

や
や
強

太

や
や
少
・

短
・
白

上
ノ
中

西
部
丘
陵
地
帯

の
標
高
の
低
い

と
こ
ろ
及
び
三

陸
沿
岸
地
帯
の

平
坦
部

い
も
ち
病
抵
抗
性
中

（
葉
）・
強
（
穂
）、
耐

冷
性
や
や
強
～
強
、
良

食
味

同

東
北
一
九
四
号

サ
サ
ニ
シ
キ

ひ
と
め
ぼ
れ

平
二
五

八
・
一

九
・
一
四

中
稈
穂
数
型

や
や
弱

中

少
・
短
・
白

上
ノ
下

北
部
、
南
部
平

坦
地
帯
、
仙
台

湾
岸
及
び
西
部

丘
陵
地
帯

耐
冷
性
強
、
良
質
、
良

食
味

い
も
ち
病
抵
抗
性
や
や

弱
（
葉
）・
弱
（
穂
）

同

だ
て
正
夢

東
北
一
八
九
号

東
一
一
二
六

平
二
八

八
・
三

九
・
一
九

や
や
長
稈

中
間
型

や
や
強

や
や
太

中
・
や

や

短
・
白

上
ノ
中

山
間
高
冷
地
帯

を
除
く
県
下
一

円

耐
冷
性
強
、
白
米
ア
ミ

ロ
ー
ス
含
有
率
や
や
低

い
、
良
食
味

登
熟
温
度
に
よ
り
ア
ミ

ロ
ー
ス
含
有
率
が
変
動

同

げ
ん
き
ま
る

北
陸
一
八
八
号

東
北
一
五
二
号

平
二
二

八
・
五

九
・
二
二

中
稈

中
間
型

強

太

や
や
少
・

短
・
白

上
ノ
中

山
間
高
冷
地
帯

を
除
く
県
下
一

円

耐
倒
伏
性
強
、
多
収

同

コ
シ
ヒ
カ
リ

農
林
二
二
号

農
林
一
号

平
一
三

八
・
一
三

十
・
一

長
稈

中
間
型

弱

中

稀
・
短
・
白

上
ノ
下

南
部
平
坦
地
帯

良
食
味
、
穂
発
芽
性
難

耐
倒
伏
性
弱
、
い
も
ち

病
抵
抗
性
弱
（
葉
・

穂
）、
低
温
年
に
は
登
熟

不
良

同

つ
や
姫

山
形
七
〇
号

東
北
一
六
四
号

平
二
一

八
・
一
一

十
・
一

中
稈

中
間
型

や
や
強

中

稀
・
短
・
白

上
ノ
中

南
部
平
坦
地
帯

を
中
心
と
し
た

平
坦
地
帯
及
び

仙
台
湾
沿
岸
地

帯

耐
倒
伏
性
や
や
強
、
良

質
、
良
食
味

耐
冷
性
中
、
穂
発
芽
性

中
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同

ゆ
き
む
す
び

東
北
一
五
七
号

東
八
一
〇

平
一
九

七
・
二
七

九
・
九

中
稈
偏
穂
数
型

中

中

少
・
短
・
白

上
ノ
中

山
間
高
冷
地

帯
、
西
部
丘
陵

地
帯
の
標
高
の

高
い
と
こ
ろ
及

び
三
陸
沿
岸
地

帯

低
ア
ミ
ロ
ー
ス
米
、
耐

冷
性
強
、
い
も
ち
病
抵

抗
性
強
（
葉
・
穂
）

耐
倒
伏
性
中
、
成
熟
期

が
や
や
遅
い

同

た
き
た
て

奥
羽
三
四
三
号

東
北
一
五
三
号

平
一
三

八
・
三

九
・
一
九

や
や
長
稈

偏
穂
数
型

や
や
強

中

少
・
や
や
短
・

白

上
ノ
中

山
間
高
冷
地
帯

を
除
く
県
下
一

円

低
ア
ミ
ロ
ー
ス
米
、
耐

倒
伏
性
や
や
強
、
い
も

ち
病
抵
抗
性
や
や
強

（
葉
・
穂
）、
耐
冷
性
や

や
強

穂
発
芽
性
中
、
登
熟
温

度
に
よ
り
ア
ミ
ロ
ー
ス

含
有
率
が
変
動

同

金
の
い
ぶ
き

た
き
た
て

北
陸
糯
一
六
七
号

平
二
八

八
・
六

九
・
二
七

や
や
長
稈

偏
穂
数
型

中

や
や
細

少
・
短
・
白

中
ノ
上

山
間
高
冷
地
帯

を
除
く
県
下
一

円

耐
冷
性
強
、
巨
大
胚
、

良
食
味

い
も
ち
抵
抗
性
や
や
弱

（
穂
）、
登
熟
温
度
に
よ

り
ア
ミ
ロ
ー
ス
含
有
率

が
変
動

同

蔵
の
華

東
北
一
四
〇
号

山
田
錦
と
東
北
一

四
〇
号
の
Ｆ
１

平
九

七
・
三
一

九
・
一
二

中
稈
穂
数
型

や
や
弱

中

中
・
短
・
白

上
ノ
下

平
坦
地
帯
及
び

西
部
丘
陵
地
帯

の
標
高
の
低
い

と
こ
ろ

大
粒
・
酒
造
好
適
、
耐

冷
性
や
や
強

水
稲
も
ち

ヒ
メ
ノ
モ
チ

大
系
二
二
七

こ
が
ね
も
ち

昭
五
三

七
・
二
八

九
・
九

中
稈
偏
穂
重
型

や
や
弱

太

稀
・
短
・
白

上
ノ
中

山
間
高
冷
地

帯
、
西
部
丘
陵

地
帯

良
質
、
多
収

同

み
や
こ
が
ね

も
ち

信
濃
糯
三
号

農
林
一
七
号

昭
三
三

八
・
七

九
・
二
四

長
稈
偏
穂
重
型

弱

太

稀
・
短
・
褐

上
ノ
下

山
間
高
冷
地
帯

を
除
く
県
下
一

円

良
食
味

い
も
ち
病
抵
抗
性
弱

（
葉
）・
や
や
弱
（
穂
）

同

こ
も
ち
ま
る

も
ち
む
す
め

東
北
糯
一
六
一
号

平
二
五

八
・
八

九
・
二
五

中
稈
偏
穂
重
型

や
や
強

や
や
太

や
や
少
・
や

や
短
・
褐

上
ノ
下

北
部
、
南
部
平

坦
、
西
部
丘

陵
、
仙
台
湾
岸

及
び
三
陸
沿
岸

良
質
、
多
収
、
耐
冷
性

強
、
い
も
ち
病
抵
抗
性

か
な
り
強
（
葉
・
穂
）

二　

麦種　

別

品　

種　

名

　
　
　
　

母　

両
親　
　

父　

　
　

�����

�����

優
良
品
種

採
用
年
次

（
※
）

播　

性

出
穂
期

（
月
日
）

成
熟
期

（
月
日
）

草　

型

芒
の
多
少

長
短　
　

株
の

開
閉

倒
伏

の
難

易　

耐
寒
雪
性

耐
病
性

品　

質

粒
形

粒
質

適　

地

摘　

要

銹

う
ど
ん
こ

大
麦

ミ
ノ
リ
ム
ギ

東
山
皮
一
号

コ
ウ
ゲ
ン
ム
ギ

昭
四
四

Ⅳ
～
Ⅴ

四
・
二
八

六
・
七

長
稈

穂
数
型

多
・
長

中

や
や

強

強

中

強

中
の
上

中

県
下
一
円

中
生
、
長
稈
、

強
稈
で
耐
倒
伏

性
や
や
強
、
多

収
良
質

同

シ
ュ
ン
ラ
イ

ミ
ノ
リ
ム
ギ

東
山
皮
六
八
号

平
三

Ⅰ

四
・
二
五

六
・
五

中
稈

中
間
型

多
・
や
や

長

閉

強

耐
寒
性
や

や
強
・
耐

雪
性
中

－

や
や
弱

中
の
上

や
や
長

山
間
丘
陵

地
帯
を
除

く
県
内
一

円

早
生
、
中
稈
、

耐
倒
伏
性
強
で

良
質
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同

ホ
ワ
イ
ト

フ
ァ
イ
バ
ー

東
山
系
糯
四
三
七

東
山
皮
九
六
号

平
二
八

Ⅰ
～
Ⅱ

四
・
二
六

六
・
七

中
稈
中
間
型

多
・
長

中

や
や
強

耐
寒
性
や

や
強
・
耐

雪
性
強

－

や
や
強

中
の
上

や
や
長

山
間
丘
陵

地
帯
を
除

く
県
内
一

円

中
生
の
早
、
中

稈
、
も
ち
性
、

多
収
良
質

小
麦

あ
お
ば
の
恋

関
東
一
〇
五
号
と

V
eery'S'

の
Ｆ
１

西
海
一
七
一
号

平
二
〇

Ⅱ

五
・
一

六
・
一
九

中
稈
穂
数
型

や
や
多
・

や
や
長

中

中

－

中

や
や
弱

中
の
上

硝
子
質

山
間
丘
陵

地
帯
を
除

く
県
下
一

円

早
生
、
縞
萎
縮

病
抵
抗
性
強
、

穂
発
芽
か
な
り

難
、
製
麺
適
正

優
れ
る

同

シ
ラ
ネ
コ
ム
ギ

北
陸
四
九
号

東
海
八
〇
号

平
元

Ⅳ

五
・
六

六
・
二
一

中
稈
中
間
型

や
や
少
・

中

閉

強

耐
寒
性
や

や
強
・
耐

雪
性
中

中

や
や
強

中
の
上

中
間
質

山
間
丘
陵

地
帯
を
除

く
県
下
一

円

中
生
の
早
、
強

稈
で
草
型
良

く
、
加
工
適
性

高
く
、
食
味
良

好

同

夏
黄
金

関
東
一
二
三
号
と

東
北
二
一
四
号
の

Ｆ
１
・
関
東
一
二

三
号
と
東
北
二
〇

九
号
の
Ｆ
１
の
Ｆ

１も
ち
盛
系
Ｃ－

三

一
七
〇
ａ

平
二
八

Ⅴ

五
・
六

六
・
二
一

中
稈
穂
数
型

極
少
・
極

短

や
や
開

強

耐
寒
性

強
・
耐
雪

性
中

中

中

中
の
上

硝
子
質

山
間
丘
陵

地
帯
を
除

く
県
下
一

円

中
生
の
早
、
穂

発
芽
難
、
製
パ

ン
適
性
優
れ
る

三　

大
豆

品
種
名
　
　
　
　

母　

両
親　
　

父　

　
　

�����

�����

優
良
品
種

採
用
年
次

（
※
）

開
花
期

（
月
日
）

成
熟
期

（
月
日
）

生
態
型

蔓
化
の

難
易　

毛
茸
の

茎
長

（
㎝
）

分
枝
数

（
本
）

莢　

数

（
個
）

子
実
の

品
質

適　
　

地

概　
　
　
　
　
　
　

評

多
少

色

色

臍
色

形
状

す
ず
ほ
の

か

刈
交
七
七
八
Ｆ
５

コ
ス
ズ

平
二
〇

八
・
八

一
〇
・
一
二

中
間
型

難

中

白

六
〇

四
・
二

一
六
〇�

黄
白

黄

球

中
の
上

山
間
高
冷

地
を
除
く

県
下
一
円

早
生
、
極
小
粒
、
耐
倒
伏

性
強
、
ダ
イ
ズ
モ
ザ
イ
ク

ウ
イ
ル
ス
抵
抗
性
強
、
紫

斑
病
抵
抗
性
強

タ
ン
レ
イ

農
林
二
号

東
山
六
号

昭
五
三

七
・
二
八

一
〇
・
一
六

中
間
型

難

多

白

七
九

三
・
六

六
五�

黄

黄

楕
円

中
の
上

山
間
高
冷

地
を
除
く

県
下
一
円

中
生
、
中
粒
、
耐
倒
伏
性

強
、
ダ
イ
ズ
モ
ザ
イ
ク
ウ

イ
ル
ス
抵
抗
性
中
、
紫
斑

病
抵
抗
性
や
や
弱

あ
や
こ
が

ね

ホ
ウ
レ
イ

エ
ン
レ
イ

平
一
一

七
・
二
七

一
〇
・
二
一

中
間
型

難

中

白

九
一

四
・
三

六
二�

黄

黄

球

中
の
上

山
間
高
冷

地
を
除
く

県
下
一
円

中
生
、
中
の
大
粒
、
耐
倒

伏
性
中
、
ダ
イ
ズ
モ
ザ
イ

ク
ウ
イ
ル
ス
抵
抗
性
強
、

紫
斑
病
抵
抗
性
中

タ
チ
ナ
ガ

ハ

東
山
六
一
号

東
山
Ｇ
六
二
七

平
八

七
・
二
九

一
〇
・
二
四

中
間
型

難

中

白

八
一

四
・
一

六
一�

黄

黄

楕
円

中
の
上

山
間
高
冷

地
を
除
く

県
下
一
円

中
生
の
晩
、
大
の
小
粒
、

耐
倒
伏
性
中
、
ダ
イ
ズ
モ

ザ
イ
ク
ウ
イ
ル
ス
抵
抗
性

中
、
紫
斑
病
抵
抗
性
強
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ミ
ヤ
ギ
シ

ロ
メ

岩
沼
在
来
種
の
系

統
分
離

昭
三
六

八
・
二

一
〇
・
三
一

中
間
型

中

多

白

一
一
四

四
・
六

五
五�

黄
白

黄

や
や
楕
円

中
の
上

県
下
平
坦

地
帯

晩
生
、
極
大
粒
、
耐
倒
伏

性
中
、
ダ
イ
ズ
モ
ザ
イ
ク

ウ
イ
ル
ス
抵
抗
性
中
、
紫

斑
病
抵
抗
性
強

き
ぬ
さ
や

か

刈
系
五
〇
八
号

刈
交
〇
四
五
九
Ｆ

１

平
一
八

七
・
二
五

一
〇
・
一
六

中
間
型

難

中

白

七
六

四
・
九

七
二�

黄
白

黄

球

中
の
上

山
間
高
冷

地
を
除
く

県
下
一
円

中
生
の
晩
、
中
の
小
粒
、

耐
倒
伏
性
中
、
ダ
イ
ズ
モ

ザ
イ
ク
ウ
イ
ル
ス
抵
抗
性

強
、
紫
斑
病
抵
抗
性
や
や

強
、
リ
ポ
キ
シ
ゲ
ナ
ー

ゼ
・
グ
ル
ー
プ
Ａ
ア
セ
チ

ル
サ
ポ
ニ
ン
欠
失

※�

条
例
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
優
良
品
種
と
み
な
さ
れ
た
品
種
に
つ
い
て
は
、
主
要
農
作
物
の
優
良
な
品
種
と
し

て
知
事
が
決
定
し
た
年
と
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
四
十
号

　

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
五
十
六
条
第
七

項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
二
年
七
月
、
八
月
及
び
九
月
に
収
去
し
た
飼
料
の
試
験
結
果
の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
表
す

る
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

安
全
性
に
関
す
る
検
査

　
令
和
２
年
７
月
収
去

製
造
事
業
場
等
の

名
称
及
び
所
在
地

収
去
場
所

飼
料
の
名
称

製
　
造

（
輸
入
）

年
　
月

試
験

項
目

違
反
の
有
無
及
び
違
反
の
内
容

株
式
会
社
富
士
飼
料
登

米
T
M
R
セ
ン
タ
ー

登
米
市

同
左

T
M
R
グ
リ
ー
ン
バ
ガ
ス
E

R02.７
動
物
性
飼
料
－
肉
骨
粉
等

無

朝
日
精
麦
株
式
会
社

登
米
市

同
左

こ
だ
わ
り
前
期

R02.７
動
物
性
飼
料
－
肉
骨
粉
等

無

　
令
和
２
年
８
月
収
去

製
造
事
業
場
等
の

名
称
及
び
所
在
地

収
去
場
所

飼
料
の
名
称

製
　
造

（
輸
入
）

年
　
月

試
験

項
目

違
反
の
有
無
及
び
違
反
の
内
容

一
般
財
団
法
人
蔵
王
酪

農
セ
ン
タ
ー

蔵
王
町

同
左

大
胃
造

R02.８
動
物
性
飼
料
－
肉
骨
粉
等

無

バ
イ
オ
バ
ン
ク
株
式
会

社名
取
市

同
左

RB
－
2000

R02.８
動
物
性
飼
料
－
肉
骨
粉
等

無
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〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
四
十
一
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　

�　

牡
鹿
郡
女
川
町
竹
浦
字
鮑
古
一
の
一
・
出
島
字
福
合
浦
九
の
三
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

魚
つ
き

三　

解
除
の
理
由

　
　

道
路
用
地
と
す
る
た
め

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林
整
備
課
）
及
び
女
川
町
役
場
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
四
十
二
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

石
巻
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

潮
害
の
防
備

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　

⑵�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑶　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
令
和
２
年
９
月
収
去

製
造
事
業
場
等
の

名
称
及
び
所
在
地

収
去
場
所

飼
料
の
名
称

製
　
造

（
輸
入
）

年
　
月

試
験

項
目

違
反
の
有
無
及
び
違
反
の
内
容

ナ
ー
リ
ン
株
式
会
社

大
郷
町

同
左

ネ
オ
・
ナ
ー
リ
ン

R02.９
動
物
性
飼
料
－
肉
骨
粉
等

無

栄
養
成
分
に
関
す
る
検
査

　
令
和
２
年
９
月
収
去

製
造
事
業
場
等
の

名
称
及
び
所
在
地

収
去
場
所

飼
料
の
名
称

製
　
造

（
輸
入
）

年
　
月

試
験

項
目

違
反
の
有
無
及
び
違
反
の
内
容

株
式
会
社
サ
イ
ボ
ク
飼

料栗
原
市

同
左

肥
育
用
１

R02.９
栄
養
成
分
等
－
粗
た
ん
白
質
，
粗
脂
肪
，
粗
繊
維
，
粗
灰
分
，
カ
ル
シ
ウ
ム
，
り
ん

無

　
（
注
）
�　
飼
料
又
は
飼
料
添
加
物
の
区
分
の
欄
中
「
⃝ 規」
と
あ
る
の
は
，
飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
第
27条

第
１
項
，
第
29条

第
２
項
又
は
第
30条

第
２
項
の
規
定
に
基
づ
く
規
格
適
合
表
示
飼
料
で
あ
る
こ
と

を
示
す
。
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次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

石
巻
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

魚
つ
き

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
　
　

石
巻
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　
　
　

⑵　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

　
　
　

⑶�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑷　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

三
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

石
巻
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）　

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

公
衆
の
保
健

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　

⑵�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑶　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林

整
備
課
）
及
び
石
巻
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
四
十
三
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
十
二
月
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
北
部
土

木
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

築
館
登
米
線

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

栗
原
市
築
館
字
萩
沢
後
沢
道
北
二
番
三
地
先
か
ら

同
市
築
館
字
萩
沢
前
四
一
番
一
地
先
ま
で

前

　

九
・
四
～

�

六
五
・
〇

�

一
、
七
四
〇
・
八

後

　

九
・
四
～

�

五
五
・
〇

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
四
十
四
号

　

景
観
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
仙
南
地
域
広
域
景
観
計
画
を
定
め
た
の

で
、
同
法
第
九
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
し
、
当
該
景
観
計
画
の
図
書
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

効
力
の
発
生
す
る
日

　
　

令
和
三
年
七
月
一
日

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
四
十
五
号

　

仙
台
市
か
ら
仙
塩
広
域
都
市
計
画
決
定
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
地
区
計
画
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２　

名
称

　
　
　

長
喜
城
東
地
区
計
画

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
四
十
六
号

　

仙
台
市
か
ら
仙
塩
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
用
途
地
域

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
四
十
七
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
蔵
王
町
土
地
改
良
区

役
員
の
就
任
及
び
退
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
十
一
日

�

宮
城
県
大
河
原
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　

�

所　

長　
　

笹　
　

出　
　

陽　
　

康　
　
　

一　

就
任
し
た
者

就
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

令
和
二
年
十
月
二
十
九
日

齋　

藤　

義　

範

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
塩
沢
字
宮
ケ
内
脇
十

五
番
地

理

事

二　

退
任
し
た
者

退
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

令
和
二
年
四
月
二
十
三
日

佐　

藤　

保　

男

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
塩
沢
字
大
山
七
十
一

番
地

理　

事

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
四
十
八
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
美
里
東
部
土
地
改
良

区
役
員
の
退
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
十
一
日

�

宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

所　

長　
　

冨　
　

田　
　

政　
　

則　
　
　

　

退
任
し
た
者

退
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

令
和
二
年
十
一
月
三
十
日

鈴　

木　

龍　

一

遠
田
郡
美
里
町
木
間
塚
字
押
切
西
八
番
地

三

理　

事

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
百
十
二
号

　

令
和
二
年
十
二
月
一
日
現
在
に
お
け
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第
一
項
及

び
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
直
接
請
求
に
要
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
並
び
に
第
七

十
六
条
第
一
項
、
第
八
十
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
直
接
請
求
に
要

す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は

そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得

た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と

四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
十
一
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

皆　
　

川　
　

章 

太 

郎　
　
　

一　

地
方
自
治
法
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
五
十
分
の
一
の
数

　
　

三
八
、
六
四
三

二�　

地
方
自
治
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
八
十
万
を
超

え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て

得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数

　
　

三
四
一
、
五
一
七

三　

地
方
自
治
法
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
三
分
の
一
の
数
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青

葉

選

挙

区　
　

八
二
、
一
〇
四　
　
　
　

岩

沼

選

挙

区　
　

一
二
、
一
五
四

　
　

宮
城
野
選
挙
区　
　

五
三
、
二
六
〇　
　
　
　

登

米

選

挙

区　
　

二
二
、
二
〇
七

　
　

若

林

選

挙

区　
　

三
八
、
六
〇
二　
　
　
　

栗

原

選

挙

区　
　

一
九
、
二
一
七

　
　

太

白

選

挙

区　
　

六
四
、
九
七
五　
　
　
　

東
松
島
選
挙
区　
　

一
一
、
一
五
五

　
　

泉

選

挙

区　
　

五
九
、
八
九
〇　
　
　
　

大

崎

選

挙

区　
　

三
六
、
三
二
七

　
　

石
巻
・
牡
鹿
選
挙
区　
　

四
二
、
二
九
七　
　
　
　

富
谷
・
黒
川
選
挙
区　
　

二
五
、
四
八
八

　
　

塩

釜

選

挙

区　
　

一
五
、
四
一
一　
　
　
　

柴

田

選

挙

区　
　

二
二
、
八
七
三

　
　

気
仙
沼
・
本
吉
選
挙
区　
　

二
一
、
六
一
九　
　
　
　

亘

理

選

挙

区　
　

一
三
、
○
六
七

　
　

白
石
・
刈
田
選
挙
区　
　

一
三
、
三
七
七　
　
　
　

宮

城

選

挙

区　
　

一
三
、
八
九
八

　
　

名

取

選

挙

区　
　

二
一
、
五
九
三　
　
　
　

加

美

選

挙

区　
　
　

八
、
四
○
九

　
　

角
田
・
伊
具
選
挙
区　
　

一
一
、
九
五
九　
　
　
　

遠

田

選

挙

区　
　

一
一
、
五
二
二

　
　

多
賀
城
・
七
ヶ
浜
選
挙
区　
　

二
二
、
六
四
八

〇
宮
選
管
告
示
第
百
十
三
号

　

令
和
二
年
十
二
月
一
日
現
在
に
お
け
る
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第

百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
直
接
請
求
に
要
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
八
十
万
を
超
え
る

数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

と
を
合
算
し
て
得
た
数
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
十
一
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

皆　
　

川　
　

章 

太 

郎　
　
　

　
　

三
四
一
、
五
一
七


